
地域における保健師の保健活動に関する
指針の改定について

社会情勢の変化や地域保健を取り巻く状況の変化に伴い、地域保健法に基づく

「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(最終改正:令和7年3月）が改正さ

れ、保健師に求められる役割は更に大きくなっております。また、保健師の保健

活動のあり方を示した「保健師活動指針」についての改定も進められています。

保健師の専門性や使命・価値を高めていくためにも、新たな指針について学び、

今後の保健師活動を考える機会としましょう。

お申込み・詳細はこちら

受付期間： 4月 24日(金)～7月10日(金)まで。

公益社団法人 東京都看護協会
【ホームページのURL】 https://www.tna.or.jp/nurse/committee/conference/

【QRコード】

7/18（土）
13：00～13：50

(受付12：30～)

方法

対象

集合 80名

保健師資格を有する

場所
公益社団法人

東京都看護協会

講演講師 中野 清香 氏

（厚生労働省健康･生活衛生局健康課 保健指導専門官）

厚生労働省の中野 清香保健指導専門官から、新たに改正
される保健師活動指針の内容を聞ける絶好の機会です。
ぜひ、新たな保健師活動指針について学び、今後の保健師
活動に活かしていきましょう。

自治体、地域包括支援センター、産業、

大学・専門学校等、所属は問いません。

ぜひ、皆さまご参加ください。

参加無料

～保健師職能交流集会～

全ての保健師

三職能合同交流集会 第一部

前回の指針改正時に作成した活用ガイド
2014年 日本看護協会発行
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